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１．第４回会議の結果概要

 方向が定まったもの
項目 内容

①整備基準化 標準的に整備が必要なものと位置づけ、努力義務として整備
基準化する。

②対象施設
選定の視点

当事者へのヒアリング結果も踏まえ、次の二つの視点に基づ
いて考える。
 利用者の動線のポイントとなる施設
 長時間の滞在が見込まれる施設

小規模施設は設置に技術的な難しさがあるため、面積要件を
設定する。

③設備の仕様 標準的な車椅子使用者用便房内で設置可能な大きさ、機能と
しておむつ交換等が可能な大きさの両面を考慮し、規則で規
定するシートの長さは120cm以上とする。
また、より快適に利用ができる仕様、長さ150～180cm程度、
横幅60～80cm程度を「望ましい水準」として規定する。
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 引き続き整理が必要とされた事項等
項目 内容

④対象施設の
範囲

概ね事務局案の範囲でよいが、より細かく、実態に即した形
で検討を進めていく必要がある。

⑤面的な整備
の必要性

地域(エリア)において、必要なものが必要数設置されている体
制を今後作っていくことが重要である。

【施策対応】
⑥情報提供

デジタルツールなども活用し、必要とするトイレがどこに設
置されているのか情報発信・情報共有も併せて行う。

 引き続き整理すべき事項はあるが、事務局案について、概ね了解をいただいた
ため、これを基本にパブコメに臨む。
（第４回会議での意見等を踏まえた対応の方向性については、パブコメの前に
委員に報告する。）

 第５回会議(12月頃を予定)では、パブコメ結果の整理と併せ、第４回会議での
意見等を踏まえた対応に関し、必要な修正等を加えた上で、改めてお諮りする。

＜今後の対応＞



3

＜対応の方向性＞

 パブコメ実施の際には、ヒアリング先団体を含む多様な当事者・事業者団体
等に対し、特に御意見をいただきたいポイントなどを明示して行う。

 県・市町村だけではなく、事務局案で設置対象とすることが予定されている
施設種別を中心に、介助用大型ベッドの設置状況について調査を依頼する。

項目 内容

④対象施設の
範囲

概ね事務局案の範囲でよいが、より細かく、実態に即した形
で検討を進めていく必要がある。

２．意見等を踏まえた対応の方向性
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＜対応の方向性＞

 整備基準は、条例で委任された範囲内においてのみ、施設単位で設定可能な
ものであり、直接的に、地域としての整備基準を設定することはできない。
また、条例改正についても、「整備主体の設定」「費用・設計面での負担の

分かち合い方」「実効性の担保」といった課題があり、結論は容易ではない。

 そこで、まずは整備基準による県内一律の規制ではなく、バリアフリー法の
規定に基づき市町村が作成するバリアフリー基本構想制度において、その地域
ごとの実状に応じた整備が促進されることが望ましいと考える。

 今後は、整備ガイドブックなどに、面的な整備の必要性等を追記することで、
こうした取り組みの後押しをしていく。

 なお、対象施設選定の視点「利用者の動線のポイントとなる施設」は、地域
の核となる公共施設や必要性の高い区域に設置される公衆便所の基準化を図る
ものであり、一定の対応が行われている。

項目 内容

⑤面的な整備
の必要性

地域(エリア)において、必要なものが必要数設置されている体
制を今後作っていくことが重要である。
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＜対応の方向性＞

 市町村等に対し実施した「介助用大型ベッドの設置状況に関する調査」結果
のうち、公開の同意が得られた施設について、令和５年９月15日から県ホー
ムページでの掲載を開始した。（施設管理者向けのチラシ等も掲載）
今後実施予定の市町村等以外の者に対する調査結果についても、取りまとめ

次第、順次掲載していく予定。

ユニバーサルシート(介助用大型ベッド)の設置について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f6880/udseat.html

 また、新築・増築等を行う事業者から、工事完了後に提出いただく様式に、
バリアフリートイレ(個別機能を有するトイレの総称)に関する情報公開の同意
書を追加し、同意が得られたものを公開していく。

項目 内容

【施策対応】
⑥情報提供

デジタルツールなども活用し、必要とするトイレがどこに設
置されているのか情報発信・情報共有も併せて行う。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f6880/udseat.html

